
2024年５月 13日 

各 位 

 

因 幡 電 機 産 業 株 式 会 社 
代 表 取 締 役 社 長 喜多 肇一 
（コード番号 ９９３４ 東証プライム） 

問合せ先 
執行役員経営企画室長 玉垣 雅之 
（ＴＥＬ ０６－４３９１－１７８１） 

 

剰余金の配当及び株主還元方針の変更に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり 2024 年３月 31 日を基準日とする剰

余金の配当につき、2024年６月 21日に開催予定の第 76期定時株主総会に付議すること及び

株主還元方針の変更を決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．剰余金の配当 

（１）配当の内容 

 決定額 
直近の配当予想 

（2023年５月 15日公表） 

前期実績 

（2023年３月期） 

基準日 2024年３月 31日 同左 2023年３月 31日 

１株当たり 

配当金 
70円 

普通配当：60円 

特別配当：10円 
60円 普通配当：60円 70円 

普通配当：50円 

特別配当：20円 

配当金総額 3,918百万円 － 3,897百万円 

効力発生日 2024年６月 24日 － 2023年６月 26日 

配当原資 利益剰余金 － 利益剰余金 

 

（２）理由 

 当社は、株主還元の基本方針に基づき、１株当たり 10円の特別配当を実施することといた

しました。これにより、2024年３月期の期末配当を１株当たり 70円とさせていただきます。 

 

（ご参考） 

 １株当たり配当金 

基準日 第２四半期末 期末 年間 

当期実績 60円 70円 130円 

前期実績（2023年３月期） 50円 70円 120円 

 



２．株主還元方針の変更 

（１）変更内容 

 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つと位置付け、配当と自己

株式の取得を合わせた中期的な総還元性向を 50％程度とすることを基本方針としておりまし

たが、このたび、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応の一環として、配当

と自己株式の取得を合わせた中期的な総還元性向を 60％程度とする基本方針を決定いたしま

した。年２回（中間配当及び期末配当）の安定配当に加え、市場動向を考慮しながら柔軟に

特別配当や自己株式の取得を実施してまいります。 

 

（２）適用時期 

 2025年３月期より適用いたします。 

 

以上 


